
人間の絶対的価値について

・カ ソ トの い う 「目 的 そ れ 自 体 」 に 関 す る___.考 察

寺 田 俊 郎

「君 の人格 の うちにある人 間性 も,他 の全 ての人の人格の うちにあ る人間性 も,常

に同時に 目的 として用 い,決 して単に 手段 として 用いない よ うに 行為せ よ。」(GMS

429)(1)この定言命法の よく知 られた公式の根底 にある原理は,人 間は絶対的な価値を

もつのだか ら,そ れ に相応 し く尊重 され るべ きだ,と い うことである。 この原理 は,

現代の我hに も広 く共 感を呼ぶ と思われ るが,そ れは,人 間の絶対的価値 とい う概念

が,我 々の心 に強 く訴xる ものを もっている と同時に,内 容の曖昧な概念であるか ら

ではないだ ろ うか。試みに,上 の公式に共感 を覚xる 人kに,「 それでは人間の絶対

的価値 とは何か」 と問 うな らば,答}は 実に様 々で あろ う。 カン ト自身は ど うであろ

うか。それ を批判的に検討す ることが この論文 の意図であ る。

1

『道徳形而上学の基礎づ け』(以 下 『基礎づけ』 と略す)の 中で,定 言命法は まず普

遍性 とい う形式に基づいて 公式化 され る。す なわ ち,「 君の格 率が普遍的法則 となる

ことを,君 が 同時に当の格 率を通 じて欲する ことがで きるような,そ のよ うな格率に

従 ってのみ行為せ よ。」(GMS421)し か し,こ のよ うに公式化 され るのは,道 徳的義

務 の概念が意義を もつ概念で あ り,道 徳法則が現実に理性 的存在者に対 して拘束力を

もつ とい う想定 の下での話であって,定 言命法があ らゆ る理性的存在老に対 して妥 当

す ることの根拠は示 され ないままである。それを示すためには,あ らゆる理性的存在

者の意志規定 の根拠であ り得 る客観的 目的を示す必要がある。理性的存在者が 恣意的

な行為を通 じて達成 しようとす る 目的は,単 に主観的であ り,相 対的な価値 しか もた

ない。 ただ,「その現実存在 自体が 絶対的価値(einabsoluterWert)を もつ もの」,
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すなわ ち 「目的それ 自体(ZweckansichSelbst)」 だけが客観的 目的 として,定 言

命法 の妥当性の根拠で あ り得る。(GMG428)そ こで,人 間こそ 「目的それ 自体 」で

あることが,い ささか唐突に宣言 される。

「さて,私 は 言 う。 人間 も 一般 に各 々の理性的存在者 も,目 的 それ 自体 として
　 の 　 　 の 　 　 コ 　 　 ロ

現存す るのであ って,単 にあれ これ の意志のために気ままに使用 され る手段 として

存在す るのではな く,自 分 自身に向け られた行為にあっても,他 の存在者に向け ら

れた行為たあ って も,常 に 同時に 目的 とみな されなけれぽな らない。」(ibid。)

理性を もた ない存在者 が単 に手段 として相対的な価値 しか もたず,「物件(Sache)」

と呼ぼれ るのに対 し,理 性的存在者は単に 相対的ではない価値を もち,「 人格(Per-

son)」 と呼ぼれ る。 もし人格が 「目的それ 自体」 としての価値 を もた ない とすれ ば,

「絶対的価値を もつ ものは何 もない ことになろ う」し,「あ らゆる価値が制約 され てい

る とすれば,理 性に対す るいかなる最高 の実践的法則 もない ことになろ う」(ibid.)と

カ ン トはい う。

ところで,「 目的それ 自体 」は,通 常の意味での 目的,行 為を 通 じて 実現され る欲

求能力の対 象 とい う意味での 目的 とは,自 ずか ら身分を異に してい る。それ は,人 間

が各 々設定す る 「主観的 目的」を 「制 限す る最高の制約(eineobersteeinschranken-

deBedingung)」,「 各人 の行為の 自由を制限する最高 の制約」(GMS431)で あ る。

それでは,「 目的それ 自体」は行為を どの ように制限するのか。 「目的それ 自体」の

公式の適用例(GMS429-30)が それを例示 している。

た とxぽ,私 が 他人 に対 して 偽 りの約束をする とい う行為は,「 こ うした約束に よ

って私の意図のために私が用い ようとしている人は,私 が彼に対 して為すや り方 に同

意す ることは不可能であ り,そ れゆ え彼 自身が この行為の 目的を含む ことは不可能だ

か ら」,他人を単に手段 として用 いてい ることになるとい う。私が何か 自分 の 目的 のた

めに金を借 りるな らば,そ れだけですでに相手を私の 目的のための手段 として用い る

こ とになる。 しか し,私 が返済 の約束を誠実に守 るな らば,私 は彼を単に手段 として

用いた ことにはな らない。なぜ な ら,彼 が私の約束に 「同意 した」 とい うこ とは,彼

にも 私の約束 とい う行為を通 じて 達成すべき 目的がある こと,あ るいは,少 な くと

も,彼 には私 の約束 とい う行為 によって妨 げ られ る目的がないとい うこと,を 示 して
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い るのだか ら,私 が約束を守 って金を返済 しさえすれ ば,彼 も自分 自身 の 目的を達成

す ることがで きる,あ るいは少な くとも妨げ られずにすむか らである。逆に,偽 りの

約束をす るな らば,私 は相手 の目的追求 を妨げ ることになる。偽 りの約束 をす るとい

うことは,相 手が 自分 自身 の 目的 とい うものを もっているとい うことを無視す ること

なのである。 この よ うに,あ る人を 「単 に手段 として用 いない」 とい うことは,そ の

人が 自分 自身の 目的を もってい ることを認め,そ の 目的を追求す ることを妨げない と

い うことで ある。また,た とえば,他 人 に干渉 しない とい う格率を もつ人が,そ の格

率を忠実に貫いて他人の困窮を傍観する とい うことは,な るほ ど,他 人を手段 として

用いる ことにはな らない。 しか し,そ れ は人 間を積極的に 「目的それ 自体」 として評

価 していることにはな らない。「なぜ な ら,目 的それ 自体で ある主体が もつ諸 目的は,

・・で きるだけ私の 目的 とな らなければな らないか らである」
。 人間が 困窮す るとい

うことは,人 間に とって基本的な欲求を満たす ことが困難 な状況にあ るとい うことで

あ る。貧 困,病 気,社 会的差別な ど多 くの状況がそれに該 当す るだろ う。このよ うな

状況の中では,人 間は 自分 自身の 目的を思 うよ うに設 定 し追求す ることはで きない。

つ ま り,目 的を もつ主体 として十分に活動で きない。困窮 した人hを 目的を もつ主体

として認 めるな ら,私 は彼 らが 目的を もつ主体 として十分に活動で きるよ うに援助す

べ きである。

この ように,人 間を 「目的それ 自体」 として尊 重する とい うことは,人 間を諸 目的

を もつ主体 として認め,そ の 目的追求を妨げない とい うことであ り,場 合に よっては

さらにそれ を促進す るとい うことである。ここに,人 間の 「人格」 としての絶対的価

値は,諸 目的を もつ主体で あるとい う点に存す る,と い う主張を読み取 ることがで き

るように思われ る②。

ところが,こ れ とは異なる主張 も見 られ る。それは,人 間の絶対的価値は道徳的行

為の主体 であ り得 るとい う点 に存する とい うものである。

「さて,道 徳性は,そ の下でのみ 理性的存在者が 目的それ 自体 であ り得 る制約で

ある。なぜな ら,目 的の国 のなかで立法す る構成員にな ることは,道 徳性を通 じて

のみ可能だか らである。それゆえ,道 徳性 と,道 徳性を備え得 る限 りでの人間性だ

けが尊厳 をもつ ものである。」(GMS435)
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カ ン トに よれぽ,他 の 等価物で 置 き換 え る こ と ので き る 相対的 な 価値が 「価格

(Preis)」 と呼ばれ るのに対 して,い かなる等価物で も置 き換 えることのできない 「内

的価値(innererWert)」 が 「尊厳(Wiirde)」 であ る。する と,「尊厳 」 とは 他 な

らぬ絶対的価値の ことで あ り,上 に引用 した箇所 では 「目的それ 自体」 としての価値

が道徳性にある ことが述べ られていると考}ら れ るのであ る。

II

人 間の絶対的価値 について,そ れは諸 目的を もつ主体である とい う点に存する とい

うものと,道 徳的行為 の主体であ り得 るとい う点に存す るとい うものと,二 つの主張

が ある。 まず,何 れ の主張に も支持す る根拠があるこ とを確認 しておこ う。

第一 の主張を支持す る根拠を三つ挙げてお こう。 まず,第 一の主張を退け,第 二 の

主張 のみを採 ると,「 目的それ 自体」 の概念に基づ く道徳性の定義が 無意味になる。

とい うのも,「 目的それ 自体」の 公式に よれば,道 徳性の規準は理性的存在者を 「目

的 それ 自体」 として尊重 しているか どうかなのだか ら,も し尊重 され るべ きものが道

徳的主体である とす ると,道 徳的であるとい うことは道徳的な主体を尊重す るとい う

ことだ,と い う循環 に陥 るのである(3)。次に,尊 重 され るべ きものが道徳的主体 であ

り得 るとい うことだ けだ とする と,「 目的それ 自体 の公式」の 適用例で 例示 され てい

るよ うな他者の幸福や 自己の 自然的能力の 完全性 を 尊重する 根拠は 無 くな る。最後

に,第 一の主張 は 「目的それ 自体」 とい う概念 の 意味に よく適合 してい る。 す なわ

ち,「 目的それ 自体」であ る とい うことは,決 して 「単な る手段」ではない もの とい

うことであるが,諸 目的を もつ主体 とは まさにそのよ うな ものなのであ る。なぜ な ら,

この主体 こそ,そ もそ も 目的 とい うものを可能にす るものであ り,し たが ってあ らゆ

る相対的価値の源泉だか らである。あ らゆ る理 性的存在者は,た とえ何 らかの 目的 を

達成す るために手段 として 用い られ る 場合で も,主 体であることを やめ ることはな

く,自 分 自身の 目的 をもち続け,単 に相対的価値 をもつばか りで な く,相 対的価値 の

源泉 として絶対 的価値を もち 続けるのである。 それゆx理 性的存在者は 「単 なる手

段」 にはな り得ない。

さて,第 二の主張 を支持する理 由は二つある。まず,カ ソ トが道徳性の絶対的価値

を繰 り返 し強調 していることである。た とえば,「 実践理性批判』では次の ようにい
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わ れ る。

「全宇宙において,人 間が欲 し支配するこ とがで きるものは,単 に手段 として用い

られ得 る。ただ人間,並 びに理性的な被造物だけが 目的それ 自体であ る。すなわ ち,

人間は,自 己の 自由の 自律ゆえに,神 聖な道徳法則 の主体なのである。」(KPV87)

また,第 二 の主張は,『基礎 づけ』冒頭の よく知 られている カン トの主張に一致す る。

「この世 のなかで,い や この世 の外においてす ら,無 制限に よい とみな され得 るも

のは,よ い意志 の他には考える ことがで きない。」(GMS393)

こ こで い う 「よい意 志(einguterWille)」 とは 道 徳 的 主体 の意 志 に 他 な らな い。

『判 断 力 批判 』 で も次 の よ うに いわ れ る。

「…… よい意志,ま さにそれ によって,人 間の現実存在は絶対的価値を得るし,ま

さにそれに関連 して世界の現実存在は究極 目的を もち得 る。」(KU443)

m

さて,そ れぞれ の 主張には 支持す る 根拠がある。 しか し,よ く知 られてい るよう

に,カ ソ トの実践哲学全体を通 じて前面に押 し出 され てい るのは第二 の主張である。

そ して,多 くの カン ト研究が,専 ら道徳的主体である とい う点に人間の絶対的価値は

存す る と解釈 している(4}。それに対 して,第 一の主張 を 直接に 表明する 言 明は 少な

く,そ れを正面か ら否定す るよ うに読 める箇所す ら稀 なが ら見受け られ るので ある。

「人間が悟性を もってい るとい う点で他の動物 より優れてお り,自ら目的を設定で

きる とい うこと,こ のことです ら,人 間にただ有用 であるとい う外的価値 〔pretius

usus〕 を与 えるだけである……。 しかし,人 格 として見 られた人間,す なわ ち道徳

的 ・実践的理性の主体 として見 られた人 間は,あ らゆる価格を凌 駕 してい る。 とい

うの も,人 間は,そ の ような もの 〔homonoumenon〕 として,単 に他の人の 目的
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のために,そ れ どころか 自分 自身の 目的のためにで さえ,単 に手段であるのではな

く,た だ 目的 それ 自体 として尊重 され るべ きであ る,す なわ ち,人 間は尊厳を もつ

……」(MS434-5)

しか し,理 性的存在者 としての人間の実践について語 るカン トの言葉 のなかに,諸

目的を もつ主体である とい う点に こそ人 間の絶対的価値が あるとい う主張を読み取る

ことは可能であ る。

カン トによれば,理 性的存在者の実践上 の 特徴は,自 ら 目的を 設定す るとい うこ

と,ま た,自 ら原則に従 って意志を規定す るとい うこと,こ の二点にある。

「理性的な生物は,自 分 自身に対 して 目的を 設定す るとい う点 で 他 の生物か ら際

立っている。」(GMS437,Vgl.MS392)

「自然の ものは全 て法則に従 って働 く。ただ理性的な存在老だけが 法則の 表象に

従 って,す なわち原則に従 って行為す る能力を,い いか えれば意志を もつ。」(GMS

412)

これ ら二つの特徴 は,理 性的存在老 の実践の二つ の側面をなす 。 目的を設定す る とい

うことは,そ れを達成す るために適切な手段 を推理す ることを予想 しているが,理 性

的存在者は,あ る一定の状況の下で,あ る一定の 目的を実現 しようとす る場合 には,

ある一定の手段 を指示す る原則 に従 って意志を規定す ることが できるのである。 この

特徴 を,カ ソ トは 「性格(Charakter)」 と呼 んだ{5}。

「ところで,そ もそ も性格 をもってい るとい うことは,主 体が独立に 自分 自身 の理

性を通 じて 自分 自身に指令す る一定の実践 的原則に拘束 され るとい う,意 志 の特性

のことである。た しかに,こ れ らの原則は往kY=し て間違 ってお り欠陥が あるが,

確固 とした原則 に従 って……行為す るとい う意欲一般の形式は,何 か貴重な もの,

驚嘆に値する ものを 内に含んでいる。それは実際稀な ことで もある。」(APH292)

この 「性格」の概念は,道 徳性 の 「尊厳 」を説 明す る議論 と同様の議論を用いて説明
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されている。 すなわ ち,「才能(Talent)」 や 「気質(Temparament)」 は,い か に

優れてお り有用で あって も,単 に 「価格」をもつにす ぎないが,「 性格」はあ らゆる

価格を越え る 「内的価値」を もつ とい うのである(ibid.)。 この 「内的価値」 とは 『基

礎づけ』で 「尊厳」 と呼ぼれ ていた ものに他 な らない。

注 目すべきは,理 性的存在者 の実践の これ ら二つの特徴 は,自 由に基づいてい ると

い うことである。理性的であると同時に感性的で もあ る人間の場合,目 的 とは常に傾

向性の対象である。 しか し,あ らゆ る傾向性 の対象が直ちに 目的 とされるわ けではな

い。傾向性の諸対象を比較 し,選 択 し,目 的 として設定す るのは理性の,し か も自由

な働 きであ り,傾 向性の働 きではない。

　 　

「目的 とは 自由な選択意志(Willktir)の 対象であ り,こ の対象の表象が選択意志

を行為へ と規定 し,そ の行為 を通 じてかの対象が実現 され る。それゆえ,各 々の行

為には 目的が あるのだが,選 択意志の対象 を 自ら 目的 とす るのでなけれ ば,目 的 と

い うものをもつ ことができないか ら,行 為 の何 らかの 目的を もつ とい うこ とは,行

為主体の 自由の働 きであ って,自 然の働 きではない。」(MS384-5)

この 自由は,他 の理性的存在者か らの強制 に屈 しない ことをも意味 している。

「さて,私 はあ る目的へ 向け られた 行為を他人か ら強制 され ることはあって も,

目的を もつ ことを他人か ら強制 される ことはあ り得ず,私 はただ 自分 自身で 自分に

対 して何かを 目的 とす ることが できるのみである。」(MS381)

また,人 間の行為の原則は,傾 向性の対象 である 目的を実現す るための手段 として

の行為を指示す るものである。しか し,そ もそも原則 とい うものに従 って意志を規定

す ることは理 性的存在者の 自由な働 きであ る。

「意志 とは,理 性的である限 りでの生物 の,原 因性の一様式 であるが,自 由 とは,

外か ら規定す る原因に依存 しないで この原因性が働 くことが できるとい う特性 とい

うことになろ う。」(GMS446)
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自由に 目的を設定 し,自 由に原則に従 って行為する,そ れが理性 的存在老である人

間の実践 である。諸 目的の主体 としての人 間を尊 重す る とい うことは,こ の よ うな実

践を尊 重す るとい うことなのであ る。それゆ え,人 間を 「目的それ 自体」 として尊重

す るとい うことは,人 間の 自由を尊 重す るとい うことであるとい って もよい。

「自分 自身の人格の内にあ る人間性 の尊厳は,人 格性そ のもの,す なわ ち自由であ

る。 とい うの も,自 ら目的を設定す ることがで きる存在者である限 り,人 間は 目的

それ 自体 だか らである。理性のない存在者は,そ れ をす ることができないので,手

段 としての価値 しか もたない。」(N307)

Iv

ここでい う 「自由」,「外 か ら規定する原因に依存 しないで原 因性が働 く」 とい う意

味での 自由を,カ ン トは 「消極的 な(negativ)」 自由と特徴づける。そ して,そ もそ

も人間の実践が意味をもつためには,こ の意味での 自由が現実的な ものとして想定 さ

れなければな らない とカ ン トは考xる 。 「自由を通 じて可能な全ての ものは実践的で

あ る」(KRVB828)。 実践において想定 される この 自由を,カ ン トは 「実践的 自由

(praktischeFreiheit)」 と呼ぶ。実践的 自由を前提 として初めて,人 間は 自分 自身の

実践 を企 てること,す なわ ち 責任を 帰せ られ得る 実践 の 主体であることがで きる。

(KRVB582ff.Vgl.KPV98ff.)そ して,「人格 とは,自 分 の 行為に 責任を帰せ

られ 得るものである」(MS223)と すれぽ,実 践的 自由の主体 こそ 「人格」である。

ただ し,実 践的 自由は実践的な見地か ら想定 され るだけであ る。理論的見地か ら見た

自由,す なわ ち 「超越論的 自由(traszendentaleFreiheit)」 の客観的実在性は理論

理性 の証 明し得 るところではな く,そ の概念は 「理念(ldee)」 であるに留 まるか らで

あ る。(KRVB460ff.)他 方,カ ン トは 「積極的な(positiv)」 自由 として 「自律

(Autonomie)」 の 自由を考え,自 らの 実践哲学を この概念を 中心に 展 開す る。 「自

律」 とは意志が 「自 らの全ての格率を通 じて普遍的に立法する」(GMS432)こ と,

あるいは 「意志が 自分 自身に対 して(意 欲 と諸対象 のあ らゆる性質 に依存 しないで)

法則になるとい う意志 の性質」(GMS440)で ある。 カン トは道徳法則に よって規定

され る意志だけに 自律 を認めた。それ以外の原則 に従 う意志は,全 て傾向性の対象を
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目的 とするのだか ら,結 局感性的な動機 に基づいて規定 され てお り,た とえ実践的な

意味で 自由であるとして も,他 律的だ とい うので ある。

さて,カ ソ トが 自律に人間の絶対的価値の根拠 を認めているこ とは明 らかである。

「自律が人間お よびあ らゆ る理性的存在者 の尊厳の根拠 である。」(GMS436)そ れに

対 して,実 践的 自由が絶対的価値 の根拠であ ることに対す る直接的 な言及はほ とん ど

ない。 ところで,先 の第一の主張は実践的 自由の概念 に基づ き,第 二 の主張は 自律の

自由の概念に基づいてい る。する と,こ こに第一の主張を退け,第 二 の主張を とるべ

き新た な根拠がある ように も思われ る。

しか し,第 一の主張を退け る必要 はない ことは,実 践的 自由 と自律 の自由の関係を

考えれ ぽ明らかである。そ もそ も実践的 自由がなけれ ぽ,自 律 もあ り得ない。格率を

選 択 しそれに従 う自由が なければ,自 らの格率を反省す ることを通 じて成立す る 「普

遍的な 自己立法」 も,そ の結果与}xら れ る道徳法則に従 って意志規定す ることもあ り

得ないか らであ る。ただ し,自 律に基 づ く行為が,一 切 の感性的影響か ら独立 してい

るのに対 して,行 為一般は感性的影響 の下にあ る。 したが って,自 律に基づ く行為に

あ って実践的 自由は純粋 に,完 全に示 され るのに対 して,そ の他の行為 にあっては実

践的 自由は不純に,不 完全 にしか示 され ないといえる。 自律 の自由は実践的 自由の最

も純粋な,最 も完全 な形 なのであ る。 しか し,人 間の実践 の根底にあるのは実践的 自

由である ことには変わ りはない。それ ゆえ,カ ン トの 自律に対す る高い評価は,実 践

的 自由に対す る一定の評価 を含み こそすれ,退 け ることはないのである。

V

人間の絶対的価値に関す る二っの主張は,何 れ も支持す ることがで きる。しか し1

すでに明 らかにした よ うに,第 一 の主張を退けて第二の主張 だけを採 るな らば,「 目

的それ 自体 」の概念に基づいて定め られ る道徳性の 原理は空虚な ものになる。「目的

それ 自体」の概念に基づいて道徳性の原理を定 めることをやめるので もない限 り,第

一 の主張を退けることはで きないのであ る。 したが って,問 題 は,第 一の主張 を認め

た上 で,第 二の主張 をどの よ うに理解す ることがで きるかである。

一つ の理解の鍵がすでに示 され てい る
。 自律の 自由は人間の 自由を最 も純粋な,完

全な形で示す のであった。 ここか ら,実 践的 自由の主体,す なわち諸 目的を もつ主体
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が価値を もつ とすれ ぽ,そ れを最 も純粋な,完 全 な形で示す 自律 の主体,す なわ ち道

徳 的主体はい っそ う高い価値を もつ といえ るであろ う。 しか し,こ れは,諸 目的の主

体の価値 の根拠が道徳的主体である ことに存す るとい うことではない。

さらに,も う一つの理解が可能であるよ うに思われ る。 ここで話題 にな っているの

が純粋に理性的な存在者 であれば,第 一の主張 と第二 の主張 との区別 は無意味であろ

う。 カン トによれば,純 粋 に理性的な存在者は諸 目的をもつ主体である と同時に,必

然的に道徳的行為 の主体 で もあるはずだか らであ る。 この ような存在者 の世界が 「諸

目的 の国(einReichderZwecke)」 である。 この国では,あ らゆる構成員が道徳的

行為の主体であ り,あ らゆる構成員が何の留保 もな く諸 目的 をもつ主体 として認め ら

れ,何 らの強制),rV`もよらず,た だ個' の々理性的存在者の 自律 に基づいて,諸 目的 の自

由な追求が調和的).TY`体を成 している。(GMS433-4)し か し,こ こで 話題 になっ

てい るのは人間で ある。理性的であると同時に感性的な存在者であ る人間は,理 性的

である限 り,「諸 目的の国」の 概念 を 「理念」 としてもつ ことがで き,道 徳 的行為 の

主体であ り得るが,そ れを感性的な諸制約の下で常 に実現するわ けではない。したが

って,あ らゆ る人間が常に諸 目的をもつ主体 として尊重 される とは限 らない。

このよ うな人間の世界では,人 間が現実に道徳 的行為の主体 になることは,人 間が

各々の行為を通 じて常 に諸 目的を もつ主体 として生 きることがで きるための制約であ

る。た とえば私は,実 際に道徳的行為を為す ことに よって,私 の行為に関わ りのある

人hを,実 際に諸 目的をもつ主体 として生かす ことになる。それのみな らず,そ の同

じ行為を通 じて私は 自分 自身を も諸 目的を もつ主体 として生かす条件を整え ることに

な るのである。 とい うのも,私 が道徳的行為を決 して為そ うとしない人 間であれば,

私を一方的 に尊重する人はみな私に よって 「単に手段 として」用い られ る危険に曝 さ

れ ることにな るので,誰 も私を実際に尊重す ることが できないであろ うか ら。 この よ

うに,人 間にとって道徳性は 自他共 に現 実に諸 目的を もつ主体 として生 きることので

きるための制約 の一つなので ある。

もちろん,唯 一道徳性だけがそ のよ うな制約であ るとは,カ ン トは考xな か った。

カソ トは,「各人の選択意志 の自由が どの人 の自由とも普遍的法則に従 って 両立 し得

る」 と い うことを,「法 の 普遍的原理 」 とし(MS230),ま た,自 然は,「尊敬 され

ているが実践に対 しては無力な」理性的意志のため に,人 間の 「利己的傾向性を通 じ

て助 力を与え」,そ の結果,「 人 間は,た とえ道徳的に よい とい うのではないにして
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も,し か しよい市民 にな るよう強制 され る」(ZEF366)と 考 えたのである。 しか し,

法 も自然の助 力 も外的な強制 を伴 う。それゆ}x,諸 目的の 自由な追求が調和 して一体

を成す世界を実現す るための,自 由その もの と矛盾 しない唯一 の方法,す なわ ち理性

的存在者の本性に相応 しい唯一 の方法は,道 徳性 によるものである。それゆえ,諸 目

的の主体をその額面通 りの絶対的価値を もつ ものとして生かす,そ れ も理性 的存在者

として の人間に相応 しい仕方で生かす とい う点で,道 徳性は高 く評価 されて然 るべ き

である。 しか し,こ れは,儲 目的 の主体の価値 の根拠が道徳性 に存す るとい うことで

はない。

も う一度確認 しておこ う。諸 目的を もつ主体 自体 に独立の価値はな く,そ の価値が

道徳的主体の価値 に依存 している とす るな ら,す なわ ち第二の主張が第一の主張 の根

拠であ るとす るな ら,第 一の主張を退けた 場合 と 同 じよ うに,「 目的それ 自体」 の概

念に基づ く道徳性の原理が 空虚な ものになる〔6}。それは,「目的それ 自体」の概念 に基

づいて道徳性 の原理を定めることを無意味にす ること,す なわ ち 「目的それ 自体」の

公式が道徳性 の原理であるこ とを否定する ことと同 じである。 カン トが道徳性 の価値

を特に強調 したことは もっ ともであ るが,道 徳性の価値を強調す るあ ま り諸 目的を も

つ主体の絶対的価値を否定 した のだ とすれ ぽ,カ ン トは 自分 自身の主張に矛盾 してい

ることになるのであ る。

人間を諸 目的を もつ主体 として尊重する とい うことは,人 間の自由な 目的追求を尊

重する とい うこと,す なわ ち,人 間の 自由な実践を尊 重す るとい うことである。それ

が尊 重 され るのは,人 間の 目的の実質が何 らかの価値 を もつ ことに よるのではな く,

人間が 自由にその 目的を設定 し追求するこ と,そ の ことによる。それゆえ,人 間に対

す る尊重 の念は,人 間が設定す る目的の実質の外的評価 によって左右 され るべ きでは

ない。その 目的の実質が どのよ うな ものであれ,人 間の実践は道徳 的な意味で軽視 さ

れた り,重 視 された りしてはな らない。ただ し,そ の 目的を追求する ことが理性的存

在者 を諸 目的を もつ 主体 として 尊 重す ることに 矛盾す る場合を除いて。 カン トはい

う。「善意 の概念は道徳法則 よ りも先 にあるのではな く,… …この法則 に従 ってのみ,

またこれを通 じてのみ規定 されねばな らない。」(KPV62-3)
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註

(1)カ ソ トの著 作 か ち の 引用 お よび 参 照箇 所 は,著 作 名 を略 号 で 示 し,ア カ デ ミー

版 全 集 の頁 数(ア ラ ビア数 字)で 示す 。略 号 と収 録 巻(ロ ーマ 数 字)は 次 の 通

り。 た だ し,r純 粋 理 性批 判 」 か らの 引用 は,慣 例 に従 っ て 第 二 版 の頁 づ け で

示 す 。

KRV:KritikderreinenVernunft

GMS:GrundlegungzurMetaphysikderSitten,AA.Bd.IV

KPV:KretikderpraktischenVernunft,AA.Bd.V

KU:KritikderUrteilskraft,AA.Bd.V

MS:DieMetaphysikderSitten,AA.Bd.VI

APH:AnthropologieinpragmatischerHinsicht,AA.Bd.VII

ZEF:ZumewigenFrieden,AA.Bd.VIII

N:Nachlal3VI,Moralphilosophie,RechtsphilosophieandReligionsphilo-

sophie,.AA.Bd.XIX

(2)R.P.Wolff,AutonomyofReason,Harper&Raw,1973,p.175乱

(3)J.Murphy,Kant:ThePhilosophyofRight,MacMillan,1970,p.79f.

<4)H.J.Paton,TheCategoricalImperative,UniversityofPennsylvania

Press,1971;小 倉志 祥,『 カ ソ トの倫 理 思 想 』,東 京 大学 出版 会,1972

㈲ 「性 格 」 の概 念 に つ い て,『 純 粋 理 性 批判 』で は 次 の よ うにい わ れ る。 「各kの

働 く原 因 は性 格 を,す なわ ち原 因 性 の法 則 を もた な けれ ばな らな い 。 これ な く

して は,原 因は 原 因 で あ る こ とが 全 くで きな い こ とに な ろ う。」(KRVB567)

(6)も っ と も,こ の よ うな 理解 は 不 可 能 で は ない 。 『実 践 理性 批 判 』 で,カ ン トが

「道 徳 法 則 の演 繹 」 に 代}xて 「理 性 の 事 実(FaktumderVernunft)」 の理 論

を 提 示 した とき,『 基 礎 づ け 』で 試 み られ た 道 徳 法 則 の 根拠 づ け は,放 棄 さ

れ た と も 考 え られ るか らで あ る 。 だ が,「 道 徳 法 則 は 自由 の 認 識 根拠(ratio

cognoscendi)」 で あ って,「 存 在 根 拠(ratioessendi)」 で は な く,かxっ て

「自由は 道 徳 法 則 の 存 在 根 拠 」 と され て い る(KPV4Anm,.)こ とに は 注意 し

て お くべ きで あ る。

〔哲学 研修員〕
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Uber den absoluten Wert des Menschen 

   -Eine Betrachtung Uber Kants Begriff „Zweck 
   an sich selbst"

Toshiro TERADA

   Kant erklart das Prinzip der Moralitat durch eine beruhmte Formel des kate-

gorischen Imperativ : ,Handle so, daf3 du die Menschheit, sowohl in deiner Person 

als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloB, 

als Mittel brauchst." Das Prinzip dieser Formel ist, daB der Mensch als „Zweck 

an sich selbst" einen absoluten Wert hat. Was heiBt denn der absolute Wert des 

Menschen ? 

   In Beziehung au f diesen Begriff finden wir zwei verschiedene Behauptungen 

bei Kant : Der absolute Wert besteht in der Eigenschaft des verniinftigen Wesens, 

(A) das Subjekt zu sein, welches verschiedene Zwecke durch seine freien Handlun-

gen zu erreichen versucht : and (B) das Subjekt der moralischen Handlungen sein 

zu konnen. 

   Kant betont (B), and es ist eine allgemeine Meinung, daB nur (B) eine wahrh-

aftig kantische Behauptung sei. Wir konnen die Behaupung (A) jedoch nicht ab-

lehnen. Denn, wenn der absolute Wert hauptsachlich in der Moralitat besti nde, 

so wurde sich Kants Prinzip der Moralitat im Kreise drehen ; Moralitat besteht 

in der Schatzung des Menschen als ein moralisches Subjekt. Also mussen wir 

beide Behauptungen in folgender Weise im Zusammenhang verstehen. 

   Moralitat ist die einzige Bedingung, unter der ein Mensch mit anderen wirk-

lich als ein freies Subjekt der verschiedenen Zwecke, d. h. als ein Zweck an sich 

selbst existieren kann, and mit der verniinftigen Natur des Menschen ubereinstim-

men kann. Also konnen wir nicht den Wert der Moralitat schatzen, ohne den 

unabhangigen Wert des Msnschen anzuerkennen.
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